
昭
和
二
十
七
年
運
輸
省
令
第
四
十
四
号

空
港
管
理
規
則

東
京
国
際
空
港
管
理
規
則
を
次
の
通
り
定
め
る
。

（
目
的
）

第
一
条
　
こ
の
規
則
は
、
空
港
法
（
昭
和
三
十
一
年
法
律
第
八
十
号
）
第
二
条
に
規
定
す
る
空
港
で
あ
つ
て
、
国
土
交
通
大
臣
が
設
置
し
、
及
び
管
理
す
る
も
の
（
以
下
単
に
「
空
港
」
と
い
う
。
）
の
施
設
の
管
理
、
構
内
営
業
の
規
制

そ
の
他
空
港
を
能
率
的
に
運
営
し
、
及
び
そ
の
秩
序
を
維
持
す
る
た
め
に
必
要
な
事
項
を
定
め
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

（
入
場
の
制
限
又
は
禁
止
）

第
二
条
　
空
港
事
務
所
長
は
、
混
雑
の
予
防
そ
の
他
管
理
上
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
場
合
に
は
、
空
港
に
入
場
す
る
こ
と
を
制
限
し
、
又
は
禁
止
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
団
体
入
場
）

第
三
条
　
二
十
名
（
空
港
事
務
所
長
が
当
該
空
港
の
利
用
状
況
を
勘
案
し
て
こ
れ
を
超
え
る
人
数
を
定
め
た
場
合
は
、
そ
の
人
数
）
以
上
の
者
（
航
空
機
乗
組
員
、
旅
客
及
び
空
港
に
勤
務
す
る
者
を
除
く
。
）
が
団
体
で
空
港
に
入
場
し

よ
う
と
す
る
場
合
に
は
、
そ
の
代
表
者
は
、
そ
の
旨
を
空
港
事
務
所
長
に
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
　
空
港
事
務
所
長
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
二
十
名
を
超
え
る
人
数
を
定
め
た
場
合
に
は
、
そ
の
旨
を
利
用
者
に
見
や
す
い
よ
う
に
掲
示
す
る
と
と
も
に
、
地
方
航
空
局
長
を
経
由
し
て
国
土
交
通
大
臣
に
報
告
す
る
も
の
と
す
る
。

（
混
雑
の
予
告
）

第
四
条
　
航
空
運
送
事
業
者
は
、
そ
の
使
用
す
る
航
空
機
の
離
着
陸
に
際
し
て
、
歓
送
迎
の
た
め
相
当
の
混
雑
が
予
想
さ
れ
る
場
合
に
は
、
当
該
航
空
機
の
離
着
陸
の
予
定
日
時
の
二
十
四
時
間
前
ま
で
に
、
そ
の
旨
を
空
港
事
務
所
長

に
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
制
限
区
域
）

第
五
条
　
滑
走
路
そ
の
他
の
離
着
陸
区
域
、
誘
導
路
、
エ
プ
ロ
ン
、
管
制
塔
、
格
納
庫
そ
の
他
空
港
事
務
所
長
が
標
示
す
る
制
限
区
域
に
は
、
左
に
掲
げ
る
者
を
除
き
、
立
ち
入
つ
て
は
な
ら
な
い
。

一
　
そ
の
場
に
立
ち
入
る
こ
と
に
つ
い
て
空
港
事
務
所
長
の
承
認
を
受
け
た
者

二
　
航
空
機
に
乗
降
す
る
航
空
機
乗
組
員
及
び
旅
客

（
航
空
機
に
よ
る
施
設
の
使
用
）

第
六
条
　
航
空
機
の
離
着
陸
、
停
留
又
は
格
納
の
た
め
の
施
設
で
国
の
管
理
す
る
も
の
を
使
用
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
左
の
事
項
を
あ
ら
か
じ
め
空
港
事
務
所
長
に
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
れ
を
変
更
し
よ
う
と
す
る
と
き
も
、

同
様
と
す
る
。

一
　
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所

二
　
使
用
航
空
機
の
型
式
及
び
登
録
記
号

三
　
使
用
日
時

四
　
使
用
し
よ
う
と
す
る
施
設
及
び
使
用
の
目
的

２
　
空
港
事
務
所
長
は
、
前
項
の
者
に
対
し
、
航
空
機
に
よ
る
空
港
の
使
用
に
つ
い
て
空
港
管
理
上
必
要
な
指
示
を
し
、
又
は
条
件
を
附
す
こ
と
が
あ
る
。

３
　
空
港
事
務
所
長
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
指
示
又
は
条
件
に
違
反
し
た
者
に
対
し
、
空
港
管
理
上
必
要
な
限
度
に
お
い
て
、
空
港
の
使
用
の
停
止
そ
の
他
必
要
な
措
置
を
命
ず
る
こ
と
が
あ
る
。

（
検
査
の
実
施
の
指
示
）

第
六
条
の
二
　
空
港
事
務
所
長
は
、
空
港
に
お
け
る
旅
客
、
航
空
機
乗
組
員
そ
の
他
の
者
へ
の
危
害
及
び
航
空
機
の
損
壊
を
防
止
す
る
た
め
、
当
該
空
港
を
使
用
す
る
航
空
運
送
事
業
者
に
対
し
、
空
港
事
務
所
長
の
指
定
す
る
方
法
に

よ
り
当
該
航
空
運
送
事
業
者
の
運
送
す
る
旅
客
及
び
そ
の
手
荷
物
の
検
査
を
実
施
す
べ
き
こ
と
を
指
示
す
る
こ
と
が
あ
る
。

２
　
前
条
第
三
項
の
規
定
は
、
航
空
運
送
事
業
者
が
前
項
の
指
示
に
違
反
し
た
場
合
に
準
用
す
る
。

（
施
設
の
設
置
等
）

第
七
条
　
空
港
内
の
土
地
、
建
物
そ
の
他
の
施
設
を
設
置
し
、
取
得
し
、
又
は
借
用
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
左
の
事
項
を
記
載
し
た
申
請
書
二
通
を
、
空
港
事
務
所
長
を
経
由
し
て
地
方
航
空
局
長
に
提
出
し
、
そ
の
承
認
を
受
け
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所

二
　
設
置
し
、
取
得
し
、
又
は
借
用
し
よ
う
と
す
る
施
設
及
び
そ
の
用
途

三
　
当
該
施
設
を
設
置
し
、
取
得
し
、
又
は
借
用
し
よ
う
と
す
る
理
由

四
　
使
用
期
間

五
　
現
に
行
つ
て
い
る
事
業
が
あ
る
場
合
に
は
、
そ
の
事
業
の
概
要

２
　
前
項
の
申
請
書
に
は
、
戸
籍
抄
本
又
は
商
業
登
記
簿
並
び
に
設
計
及
び
工
事
の
概
要
を
示
す
書
類
を
添
付
す
る
も
の
と
す
る
。

３
　
第
一
項
の
承
認
に
は
、
条
件
又
は
期
限
を
附
す
る
こ
と
が
あ
る
。

（
施
設
の
修
理
等
）

第
八
条
　
施
設
の
設
置
、
取
得
又
は
借
用
の
承
認
を
受
け
た
者
（
以
下
「
施
設
利
用
者
」
と
い
う
。
）
が
当
該
施
設
を
修
理
し
、
改
造
し
、
移
転
し
、
又
は
除
去
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
次
の
事
項
を
記
載
し
た
申
請
書
二
通
を
、
空
港

事
務
所
長
に
提
出
し
、
そ
の
承
認
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
空
港
事
務
所
長
の
認
め
る
軽
微
な
修
理
、
改
造
、
移
転
又
は
除
去
に
つ
い
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

一
　
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所

二
　
修
理
し
、
改
造
し
、
移
転
し
、
又
は
除
去
し
よ
う
と
す
る
施
設

1



三
　
当
該
施
設
を
修
理
し
、
改
造
し
、
移
転
し
、
又
は
除
去
し
よ
う
と
す
る
理
由

２
　
前
項
の
申
請
書
に
は
、
設
計
及
び
工
事
の
概
要
を
示
す
書
類
を
添
付
す
る
も
の
と
す
る
。

３
　
空
港
事
務
所
長
は
、
施
設
利
用
者
に
対
し
、
当
該
施
設
の
修
理
、
改
造
、
移
転
又
は
除
去
に
つ
い
て
必
要
な
指
示
を
す
る
こ
と
が
あ
る
。

（
施
設
の
譲
渡
等
の
制
限
）

第
九
条
　
施
設
利
用
者
は
、
当
該
施
設
を
譲
渡
し
、
担
保
に
供
し
、
転
貸
し
、
又
は
そ
の
用
途
を
変
更
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
左
の
事
項
を
記
載
し
た
申
請
書
二
通
を
、
空
港
事
務
所
長
を
経
由
し
て
地
方
航
空
局
長
に
提
出
し
、
そ

の
承
認
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所

二
　
譲
渡
し
、
担
保
に
供
し
、
転
貸
し
、
又
は
そ
の
用
途
を
変
更
し
よ
う
と
す
る
施
設

三
　
相
手
方
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所

四
　
変
更
後
の
用
途

五
　
当
該
施
設
を
譲
渡
し
、
担
保
に
供
し
、
転
貸
し
、
又
は
そ
の
用
途
を
変
更
し
よ
う
と
す
る
理
由

２
　
前
項
の
承
認
に
は
、
第
七
条
第
三
項
の
規
定
を
準
用
す
る
。

（
現
状
回
復
の
義
務
）

第
十
条
　
施
設
利
用
者
は
、
当
該
施
設
の
使
用
を
終
え
た
と
き
又
は
第
二
十
六
条
の
規
定
に
よ
り
承
認
を
取
り
消
さ
れ
た
と
き
は
、
速
か
に
当
該
施
設
を
原
状
に
回
復
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
但
し
、
地
方
航
空
局
長
が
承
認
し
た
場

合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

（
着
陸
料
等
）

第
十
一
条
　
第
六
条
の
規
定
に
よ
り
施
設
を
使
用
す
る
者
は
、
着
陸
料
、
停
留
料
又
は
保
安
料
を
、
国
土
交
通
大
臣
が
定
め
る
方
法
及
び
額
に
よ
つ
て
国
土
交
通
大
臣
に
支
払
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
構
内
営
業
）

第
十
二
条
　
空
港
内
の
国
の
管
理
す
る
土
地
、
建
物
そ
の
他
の
施
設
を
借
用
し
て
営
業
を
行
お
う
と
す
る
者
（
当
該
営
業
を
行
う
こ
と
に
つ
き
航
空
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
二
百
三
十
一
号
）
第
百
条
第
一
項
、
第
百
二
十
三
条
第

一
項
若
し
く
は
第
百
二
十
九
条
第
一
項
の
許
可
を
受
け
た
者
若
し
く
は
同
法
第
百
三
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
を
し
た
者
又
は
貨
物
利
用
運
送
事
業
法
（
平
成
元
年
法
律
第
八
十
二
号
）
第
二
条
第
六
項
に
規
定
す
る
貨
物

利
用
運
送
事
業
（
航
空
運
送
事
業
者
の
行
う
貨
物
の
運
送
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
に
つ
い
て
同
法
第
三
条
第
一
項
若
し
く
は
第
三
十
五
条
第
一
項
の
登
録
若
し
く
は
同
法
第
二
十
条
若
し
く
は
第
四
十
五
条
第
一
項
の
許
可
を
受
け
た

者
（
以
下
「
航
空
法
及
び
貨
物
利
用
運
送
事
業
法
の
規
定
に
よ
る
許
可
等
を
受
け
た
者
」
と
い
う
。
）
を
除
く
。
）
は
、
次
の
事
項
を
記
載
し
た
申
請
書
二
通
を
、
空
港
事
務
所
長
を
経
由
し
て
地
方
航
空
局
長
に
提
出
し
、
そ
の
承
認

を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所

二
　
営
業
の
種
目
及
び
目
的

三
　
利
用
す
る
施
設

四
　
現
に
行
つ
て
い
る
営
業
が
あ
る
場
合
に
は
、
そ
の
営
業
の
概
要

２
　
前
項
の
申
請
書
に
は
、
次
の
書
類
を
添
付
す
る
も
の
と
す
る
。

一
　
定
款
（
法
人
で
な
い
者
に
あ
つ
て
は
、
戸
籍
抄
本
）

二
　
申
請
者
の
登
記
事
項
証
明
書
並
び
に
最
近
の
貸
借
対
照
表
及
び
損
益
計
算
書
（
法
人
で
な
い
者
に
あ
つ
て
は
、
資
産
又
は
納
税
に
関
す
る
証
明
書
）

三
　
当
該
営
業
に
つ
い
て
、
主
務
官
公
庁
の
許
可
又
は
認
可
を
必
要
と
す
る
場
合
に
は
、
当
該
営
業
の
許
可
又
は
認
可
を
証
す
る
書
類

３
　
第
一
項
の
承
認
に
は
、
第
七
条
第
三
項
の
規
定
を
準
用
す
る
。

第
十
二
条
の
二
　
空
港
内
の
国
の
管
理
す
る
土
地
、
建
物
そ
の
他
の
施
設
に
お
い
て
営
業
を
行
お
う
と
す
る
者
で
前
条
第
一
項
の
承
認
を
受
け
る
べ
き
者
以
外
の
も
の
（
当
該
営
業
を
行
う
こ
と
に
つ
き
道
路
運
送
法
（
昭
和
二
十
六
年

法
律
第
百
八
十
三
号
）
第
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
一
般
旅
客
自
動
車
運
送
事
業
の
許
可
を
受
け
た
者
若
し
く
は
同
法
第
四
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
特
定
旅
客
自
動
車
運
送
事
業
の
許
可
を
受
け
た
者
（
次
条
に
お
い
て
「
旅

客
自
動
車
運
送
事
業
者
」
と
い
う
。
）
又
は
航
空
法
及
び
貨
物
利
用
運
送
事
業
法
の
規
定
に
よ
る
許
可
等
を
受
け
た
者
を
除
く
。
）
は
、
前
条
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
申
請
書
二
通
を
空
港
事
務
所
長
に
提
出
し
、
そ

の
承
認
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
　
前
条
第
二
項
及
び
第
三
項
の
規
定
は
、
前
項
の
場
合
に
準
用
す
る
。

第
十
二
条
の
三
　
空
港
で
営
業
を
行
お
う
と
す
る
者
で
第
十
二
条
第
一
項
又
は
前
条
第
一
項
の
承
認
を
受
け
る
べ
き
者
以
外
の
も
の
（
当
該
営
業
を
行
う
こ
と
に
つ
き
旅
客
自
動
車
運
送
事
業
者
（
空
港
内
の
土
地
、
建
物
そ
の
他
の
施

設
を
借
用
し
て
営
業
を
行
う
者
を
除
く
。
）
又
は
航
空
法
及
び
貨
物
利
用
運
送
事
業
法
の
規
定
に
よ
る
許
可
等
を
受
け
た
者
を
除
く
。
）
は
、
あ
ら
か
じ
め
、
第
十
二
条
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
事
項
を
空
港
事
務
所
長
に
届
け
出
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。

２
　
第
十
二
条
第
二
項
の
規
定
は
、
前
項
の
場
合
に
準
用
す
る
。

第
十
二
条
の
四
　
空
港
法
第
十
五
条
第
一
項
の
指
定
を
受
け
た
者
が
、
当
該
指
定
に
係
る
空
港
機
能
施
設
事
業
を
行
う
場
合
に
は
、
第
十
二
条
若
し
く
は
第
十
二
条
の
二
の
承
認
を
受
け
、
又
は
前
条
の
届
出
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

も
の
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ら
の
規
定
に
よ
り
承
認
を
受
け
、
又
は
届
出
を
し
た
も
の
と
み
な
す
。

（
営
業
の
譲
渡
等
）

第
十
三
条
　
第
十
二
条
第
一
項
の
承
認
を
受
け
た
者
（
以
下
「
第
一
類
営
業
者
」
と
い
う
。
）
又
は
第
十
二
条
の
二
第
一
項
の
承
認
を
受
け
た
者
（
以
下
「
第
二
類
営
業
者
」
と
い
う
。
）
は
、
営
業
の
全
部
又
は
一
部
を
他
人
に
譲
渡
し
、

貸
渡
し
、
又
は
委
託
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
左
の
事
項
を
記
載
し
た
申
請
書
二
通
を
、
第
一
類
営
業
者
に
あ
つ
て
は
空
港
事
務
所
長
を
経
由
し
て
地
方
航
空
局
長
に
、
第
二
類
営
業
者
に
あ
つ
て
は
空
港
事
務
所
長
に
提
出
し
、
そ

の
承
認
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
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一
　
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所

二
　
相
手
方
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所

三
　
譲
渡
し
、
貸
渡
し
、
又
は
委
託
し
よ
う
と
す
る
営
業
の
種
類

四
　
譲
渡
し
、
貸
渡
し
、
又
は
委
託
し
よ
う
と
す
る
理
由

五
　
相
手
方
が
現
に
行
つ
て
い
る
営
業
が
あ
る
場
合
に
は
、
そ
の
営
業
の
概
要

２
　
前
項
の
申
請
書
に
は
、
相
手
方
に
係
る
次
の
書
類
を
添
付
す
る
も
の
と
す
る
。

一
　
定
款
（
法
人
で
な
い
者
に
あ
つ
て
は
、
戸
籍
抄
本
）

二
　
登
記
事
項
証
明
書
並
び
に
最
近
の
貸
借
対
照
表
及
び
損
益
計
算
書
（
法
人
で
な
い
者
に
あ
つ
て
は
、
資
産
又
は
納
税
に
関
す
る
証
明
書
）

３
　
第
一
項
の
承
認
に
は
、
第
七
条
第
三
項
の
規
定
を
準
用
す
る
。

４
　
前
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
を
し
た
者
（
以
下
「
第
三
類
営
業
者
」
と
い
う
。
）
は
、
営
業
の
全
部
又
は
一
部
を
他
人
に
譲
渡
し
、
貸
渡
し
、
又
は
委
託
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
あ
ら
か
じ
め
、
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
事
項

を
空
港
事
務
所
長
に
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

５
　
第
二
項
の
規
定
は
、
前
項
の
場
合
に
準
用
す
る
。

（
休
廃
止
）

第
十
四
条
　
営
業
者
（
第
一
類
営
業
者
、
第
二
類
営
業
者
又
は
第
三
類
営
業
者
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
は
、
当
該
営
業
を
休
止
し
、
又
は
廃
止
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
そ
の
旨
を
、
第
一
類
営
業
者
に
あ
つ
て
は
空
港
事
務
所
長
を
経

由
し
て
地
方
航
空
局
長
に
、
第
二
類
営
業
者
又
は
第
三
類
営
業
者
に
あ
つ
て
は
空
港
事
務
所
長
に
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
施
設
の
一
時
的
利
用
）

第
十
五
条
　
演
説
会
、
寄
付
金
募
集
、
広
告
、
宣
伝
そ
の
他
之
に
類
す
る
行
為
を
行
う
た
め
、
一
時
的
に
施
設
を
利
用
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
空
港
事
務
所
長
の
承
認
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
料
金
の
承
認
）

第
十
六
条
　
第
一
類
営
業
者
で
国
土
交
通
大
臣
の
指
定
す
る
営
業
を
行
な
う
も
の
は
、
そ
の
営
業
に
係
る
価
格
又
は
料
金
を
設
定
し
、
又
は
変
更
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
空
港
事
務
所
長
を
経
由
し
て
地
方
航
空
局
長
の
承
認
を
受
け

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
車
両
の
使
用
及
び
取
扱
）

第
十
七
条
　
空
港
に
お
け
る
車
両
の
使
用
及
び
取
扱
に
つ
い
て
は
、
左
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。
但
し
、
緊
急
の
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

一
　
制
限
区
域
内
に
お
い
て
は
、
空
港
事
務
所
長
の
許
可
し
た
者
以
外
の
者
は
、
車
両
を
運
転
し
て
は
な
ら
な
い
。

二
　
格
納
庫
内
に
お
い
て
は
、
排
気
に
対
し
防
火
装
置
の
あ
る
ト
ラ
ク
タ
ー
を
除
き
、
自
動
車
両
を
運
転
し
て
は
な
ら
な
い
。

三
　
空
港
に
お
い
て
、
自
動
車
両
を
駐
車
す
る
場
合
に
は
、
空
港
事
務
所
長
の
定
め
る
駐
車
区
域
内
で
、
空
港
事
務
所
長
の
定
め
る
規
則
に
従
い
、
こ
れ
を
駐
車
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

四
　
自
動
車
両
の
修
繕
及
び
清
掃
は
、
空
港
事
務
所
長
の
定
め
る
場
所
以
外
の
場
所
で
行
つ
て
は
な
ら
な
い
。

五
　
空
港
に
乗
り
入
れ
る
有
料
バ
ス
は
、
空
港
事
務
所
長
の
承
認
す
る
場
所
以
外
の
場
所
で
乗
客
を
乗
降
さ
せ
て
は
な
ら
な
い
。

（
禁
止
行
為
）

第
十
八
条
　
空
港
に
お
い
て
は
、
次
の
行
為
を
行
つ
て
は
な
ら
な
い
。

一
　
標
札
、
標
識
、
芝
生
そ
の
他
空
港
の
施
設
又
は
駐
車
中
の
車
両
を
、
きヽ
損
し
、
又
は
汚
損
す
る
こ
と
。

二
　
定
め
ら
れ
た
場
所
以
外
の
場
所
に
、
ご
み
そ
の
他
の
も
の
を
遺
棄
す
る
こ
と
。

三
　
空
港
事
務
所
長
の
承
認
を
受
け
な
い
で
、
武
器
、
爆
発
物
又
は
危
険
を
伴
う
可
燃
物
を
携
帯
し
、
又
は
運
搬
す
る
こ
と
（
公
用
者
、
施
設
の
利
用
者
又
は
営
業
者
が
、
そ
の
業
務
又
は
営
業
の
た
め
に
す
る
場
合
を
除
く
。
）
。

四
　
空
港
事
務
所
長
の
承
認
を
受
け
な
い
で
、
裸
火
を
使
用
す
る
こ
と
。

五
　
航
空
機
、
発
動
機
、
プ
ロ
ペ
ラ
そ
の
他
の
機
器
を
清
掃
す
る
場
合
に
は
、
野
外
又
は
消
火
設
備
の
あ
る
耐
火
性
作
業
所
以
外
の
場
所
で
、
可
燃
性
又
は
揮
発
性
液
体
を
使
用
す
る
こ
と
。

六
　
空
港
事
務
所
長
の
特
に
定
め
る
区
域
以
外
の
場
所
に
、
可
燃
性
の
液
体
、
ガ
ス
そ
の
他
こ
れ
に
類
す
る
物
件
を
保
管
し
、
又
は
貯
蔵
す
る
こ
と
（
空
港
事
務
所
長
の
承
認
し
た
場
合
又
は
航
空
機
に
そ
の
た
め
に
設
備
さ
れ
た
容

器
に
入
れ
て
、
機
内
に
保
管
す
る
場
合
を
除
く
。
）
。

七
　
空
港
事
務
所
長
が
喫
煙
を
禁
止
す
る
場
所
に
お
い
て
、
喫
煙
す
る
こ
と
。

八
　
給
油
又
は
排
油
作
業
中
の
航
空
機
か
ら
、
三
〇
メ
ー
ト
ル
以
内
の
場
所
で
喫
煙
す
る
こ
と
。

九
　
給
油
若
し
く
は
排
油
作
業
、
整
備
又
は
試
運
転
中
の
航
空
機
か
ら
三
〇
メ
ー
ト
ル
以
内
の
場
所
に
立
ち
入
る
こ
と
（
そ
の
作
業
に
従
事
す
る
者
を
除
く
。
）
。

十
　
空
港
事
務
所
長
の
定
め
る
条
件
を
具
備
す
る
建
物
内
の
耐
火
及
び
通
風
設
備
の
あ
る
室
以
外
の
場
所
で
、
ド
ー
プ
塗
料
の
塗
布
作
業
を
行
う
こ
と
。

十
一
　
格
納
庫
そ
の
他
の
建
物
の
床
を
清
掃
す
る
場
合
に
、
揮
発
性
可
燃
物
を
使
用
す
る
こ
と
。

十
二
　
油
の
浸
み
た
ぼ
ろ
そ
の
他
こ
れ
に
類
す
る
も
の
を
、
適
当
な
金
属
性
容
器
以
外
に
遺
棄
す
る
こ
と
。

十
三
　
動
物
を
連
れ
て
タ
ー
ミ
ナ
ル
・
ビ
ル
及
び
制
限
区
域
に
立
ち
入
る
こ
と
（
身
体
障
害
者
補
助
犬
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
四
十
九
号
）
第
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
身
体
障
害
者
補
助
犬
又
は
こ
れ
と
同
等
の
能
力
を
有
す
る

と
認
め
ら
れ
る
犬
を
連
れ
て
立
ち
入
る
場
合
を
除
く
。
）
。

十
四
　
前
各
号
の
外
、
秩
序
を
乱
し
、
又
は
他
人
に
迷
惑
を
及
ぼ
す
行
為
を
す
る
こ
と
。
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（
事
故
報
告
）

第
十
九
条
　
空
港
内
に
あ
る
者
は
、
空
港
で
犯
罪
、
火
災
そ
の
他
重
大
な
事
故
が
発
生
し
た
こ
と
を
知
つ
た
と
き
は
、
で
き
る
だ
け
速
か
に
空
港
事
務
所
長
又
は
空
港
事
務
所
の
職
員
若
し
く
は
警
察
吏
員
に
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

（
給
油
作
業
等
）

第
二
十
条
　
航
空
機
の
給
油
又
は
排
油
に
つ
い
て
は
、
次
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
作
業
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
次
の
場
合
に
は
、
航
空
機
の
給
油
又
は
排
油
を
行
わ
な
い
こ
と
。

イ
　
発
動
機
が
、
運
転
中
又
は
加
熱
状
態
に
あ
る
場
合

ロ
　
航
空
機
が
、
格
納
庫
そ
の
他
閉
鎖
さ
れ
た
場
所
内
に
あ
る
場
合

ハ
　
航
空
機
が
、
格
納
庫
そ
の
他
の
建
物
の
外
側
十
五
メ
ー
ト
ル
以
内
に
あ
る
場
合

ニ
　
必
要
な
危
険
予
防
措
置
が
講
ぜ
ら
れ
る
場
合
を
除
き
、
旅
客
が
航
空
機
内
に
い
る
場
合

二
　
給
油
又
は
排
油
中
の
航
空
機
の
無
線
設
備
又
は
電
気
設
備
を
操
作
し
、
そ
の
他
静
電
火
花
放
電
を
起
こ
す
お
そ
れ
の
あ
る
物
件
を
使
用
し
な
い
こ
と
。

三
　
給
油
又
は
排
油
装
置
を
、
常
に
安
全
か
つ
確
実
に
維
持
す
る
こ
と
。

（
無
線
設
備
の
操
作
の
禁
止
）

第
二
十
一
条
　
格
納
庫
内
に
あ
る
航
空
機
の
無
線
設
備
は
、
操
作
し
て
は
な
ら
な
い
。

（
制
止
・
退
去
）

第
二
十
二
条
　
空
港
事
務
所
長
は
、
左
に
掲
げ
る
者
に
た
い
し
、
制
止
又
は
退
去
を
命
ず
る
こ
と
が
あ
る
。

一
　
第
二
条
又
は
第
三
条
第
一
項
の
規
定
に
違
反
し
て
、
入
場
し
た
者

二
　
第
五
条
の
規
定
に
違
反
し
て
、
制
限
区
域
に
立
ち
入
つ
た
者

三
　
第
十
二
条
か
ら
第
十
二
条
の
三
ま
で
の
規
定
に
違
反
し
て
、
営
業
を
行
つ
た
者

四
　
第
十
五
条
の
規
定
に
違
反
し
て
、
施
設
の
利
用
を
行
つ
た
者

五
　
第
十
七
条
の
規
定
に
違
反
し
て
、
車
両
を
使
用
し
た
者

六
　
第
十
八
条
の
規
定
に
違
反
し
て
、
禁
止
行
為
を
行
つ
た
者

七
　
第
二
十
条
の
規
定
に
違
反
し
て
、
給
油
作
業
を
行
つ
た
者

八
　
第
二
十
一
条
の
規
定
に
違
反
し
て
、
無
線
設
備
の
操
作
を
行
つ
た
者

（
検
査
）

第
二
十
三
条
　
地
方
航
空
局
長
又
は
空
港
事
務
所
長
は
、
施
設
の
管
理
及
び
構
内
営
業
の
適
正
を
確
保
す
る
た
め
必
要
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
職
員
に
、
施
設
利
用
者
又
は
営
業
者
の
施
設
又
は
事
業
場
に
立
ち
入
つ
て
、
施
設
の
状
況

又
は
経
営
の
状
態
等
に
つ
い
て
検
査
さ
せ
る
こ
と
が
あ
る
。

（
報
告
の
徴
収
）

第
二
十
四
条
　
地
方
航
空
局
長
又
は
空
港
事
務
所
長
は
、
空
港
管
理
上
必
要
が
あ
る
と
き
は
、
施
設
利
用
者
又
は
営
業
者
に
た
い
し
、
施
設
又
は
営
業
の
状
況
等
に
つ
い
て
、
報
告
を
求
め
る
こ
と
が
あ
る
。

（
使
用
の
停
止
等
）

第
二
十
五
条
　
地
方
航
空
局
長
は
、
空
港
管
理
上
特
に
必
要
が
あ
る
と
き
は
、
施
設
利
用
者
に
た
い
し
、
当
該
施
設
に
つ
い
て
、
使
用
の
停
止
又
は
修
理
、
改
造
、
移
転
、
除
去
そ
の
他
必
要
な
措
置
を
命
ず
る
こ
と
が
あ
る
。

２
　
地
方
航
空
局
長
は
、
空
港
管
理
上
特
に
必
要
が
あ
る
と
き
は
、
第
一
類
営
業
者
に
対
し
、
営
業
の
停
止
そ
の
他
当
該
営
業
に
つ
い
て
必
要
な
措
置
を
命
ず
る
こ
と
が
あ
る
。

３
　
空
港
事
務
所
長
は
、
空
港
管
理
上
特
に
必
要
が
あ
る
と
き
は
、
第
二
類
営
業
者
又
は
第
三
類
営
業
者
に
対
し
、
前
項
に
規
定
す
る
措
置
を
命
ず
る
こ
と
が
あ
る
。

（
承
認
の
取
消
）

第
二
十
六
条
　
地
方
航
空
局
長
は
、
施
設
利
用
者
又
は
第
一
類
営
業
者
が
、
法
令
若
し
く
は
こ
の
規
則
に
基
く
命
令
又
は
承
認
に
付
し
た
条
件
に
従
わ
な
か
つ
た
と
き
は
、
承
認
を
取
り
消
す
こ
と
が
あ
る
。

２
　
空
港
事
務
所
長
は
、
第
二
類
営
業
者
が
、
法
令
若
し
く
は
こ
の
規
則
に
基
づ
く
命
令
又
は
承
認
に
附
し
た
条
件
に
従
わ
な
か
つ
た
と
き
は
、
承
認
を
取
り
消
す
こ
と
が
あ
る
。

附
　
則
　
抄

１
　
こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
二
七
年
八
月
一
四
日
運
輸
省
令
第
六
三
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
し
、
昭
和
二
十
七
年
八
月
一
日
か
ら
適
用
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
三
一
年
一
二
月
二
六
日
運
輸
省
令
第
七
三
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
四
二
年
九
月
三
〇
日
運
輸
省
令
第
七
六
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
昭
和
四
十
二
年
十
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
規
定
）
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２
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
日
前
に
し
た
申
請
に
係
る
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
前
の
そ
れ
ぞ
れ
の
省
令
の
規
定
に
よ
る
運
輸
大
臣
の
職
権
に
関
し
て
は
、
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
後
の
そ
れ
ぞ
れ
の
省
令
の
相
当
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
な

お
従
前
の
例
に
よ
る
。

３
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
前
の
そ
れ
ぞ
れ
の
省
令
の
規
定
に
よ
り
航
空
保
安
事
務
所
長
に
対
し
さ
れ
て
い
る
申
請
は
、
改
正
後
の
そ
れ
ぞ
れ
の
省
令
の
相
当
規
定
に
よ
り
空
港
事
務
所
長
に
対
し
さ
れ
た

申
請
と
み
な
す
。

附
　
則
　
（
昭
和
四
三
年
九
月
二
七
日
運
輸
省
令
第
四
五
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
四
六
年
一
月
一
一
日
運
輸
省
令
第
二
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
四
条
の
規
定
、
第
十
三
条
の
規
定
中
地
方
鉄
道
法
施
行
規
則
第
二
十
条
の
改
正
規
定
並
び
に
第
二
十
六
条
、
第
三
十
二
条
（
航
空
法
施
行
規
則
第
五
十
一
条
、
第
五
十
三

条
、
別
表
第
二
及
び
別
表
第
三
の
改
正
規
定
を
除
く
。
）
及
び
第
三
十
三
条
の
規
定
は
昭
和
四
十
六
年
二
月
一
日
か
ら
、
第
三
十
一
条
の
規
定
は
同
年
三
月
一
日
か
ら
、
第
三
十
二
条
の
規
定
中
航
空
法
施
行
規
則
第
五
十
一
条
、
第
五

十
三
条
、
別
表
第
二
及
び
別
表
第
三
の
改
正
規
定
は
同
年
七
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

７
　
第
三
十
一
条
の
規
定
の
施
行
前
に
同
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
空
港
管
理
規
則
第
十
二
条
の
規
定
に
よ
り
し
た
構
内
営
業
の
承
認
は
、
当
該
構
内
営
業
の
態
様
に
応
じ
、
改
正
後
の
空
港
管
理
規
則
第
十
二
条
若
し
く
は
第
十
二

条
の
二
の
規
定
に
よ
り
し
た
承
認
又
は
第
十
二
条
の
三
の
規
定
に
よ
り
し
た
届
出
の
受
理
と
み
な
す
。

８
　
第
三
十
一
条
の
規
定
の
施
行
前
に
同
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
空
港
管
理
規
則
第
十
二
条
の
規
定
に
よ
り
し
た
構
内
営
業
の
承
認
の
申
請
は
、
当
該
構
内
営
業
の
態
様
に
応
じ
、
改
正
後
の
空
港
管
理
規
則
第
十
二
条
若
し
く
は

第
十
二
条
の
二
の
規
定
に
よ
り
し
た
承
認
の
申
請
又
は
第
十
二
条
の
三
の
規
定
に
よ
り
し
た
届
出
と
み
な
す
。

附
　
則
　
（
昭
和
四
九
年
四
月
三
〇
日
運
輸
省
令
第
一
六
号
）

こ
の
省
令
は
、
昭
和
四
十
九
年
五
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
五
三
年
六
月
二
三
日
運
輸
省
令
第
三
二
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

第
五
条
　
こ
の
省
令
の
施
行
前
に
し
た
第
二
十
二
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
空
港
管
理
規
則
第
八
条
の
規
定
に
よ
る
地
方
航
空
局
長
の
承
認
は
、
第
二
十
二
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
空
港
管
理
規
則
第
八
条
の
規
定
に
よ
り
空
港

事
務
所
長
が
し
た
承
認
と
み
な
す
。

２
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
さ
れ
て
い
る
第
二
十
二
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
空
港
管
理
規
則
第
七
条
又
は
第
八
条
の
規
定
に
よ
る
承
認
の
申
請
は
、
第
二
十
二
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
空
港
管
理
規
則
第
七
条
又
は
第
八

条
の
規
定
に
よ
る
承
認
の
申
請
と
み
な
す
。

附
　
則
　
（
昭
和
六
〇
年
四
月
二
五
日
運
輸
省
令
第
一
八
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
年
一
一
月
二
九
日
運
輸
省
令
第
三
一
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
貨
物
運
送
取
扱
事
業
法
及
び
貨
物
自
動
車
運
送
事
業
法
の
施
行
の
日
（
平
成
二
年
十
二
月
一
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
一
年
九
月
一
七
日
運
輸
省
令
第
四
〇
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
航
空
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
以
下
「
改
正
法
」
と
い
う
。
）
附
則
第
一
条
第
二
号
に
定
め
る
日
（
平
成
十
二
年
二
月
一
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
一
年
一
二
月
二
〇
日
運
輸
省
令
第
五
一
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
道
路
運
送
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
十
一
年
法
律
第
四
十
八
号
。
以
下
「
改
正
法
」
と
い
う
。
）
の
施
行
の
日
（
平
成
十
二
年
二
月
一
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
二
年
一
一
月
二
九
日
運
輸
省
令
第
三
九
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
平
成
十
三
年
一
月
六
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
三
年
七
月
一
一
日
国
土
交
通
省
令
第
一
〇
五
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
道
路
運
送
法
及
び
タ
ク
シ
ー
業
務
適
正
化
臨
時
措
置
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
の
日
（
平
成
十
四
年
二
月
一
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
四
年
九
月
一
九
日
国
土
交
通
省
令
第
一
〇
一
号
）

こ
の
省
令
は
、
身
体
障
害
者
補
助
犬
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
四
十
九
号
）
附
則
第
一
条
本
文
の
規
定
に
よ
る
施
行
の
日
（
平
成
十
四
年
十
月
一
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
五
年
二
月
一
四
日
国
土
交
通
省
令
第
一
一
号
）
　
抄
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（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
鉄
道
事
業
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
の
日
（
平
成
十
五
年
四
月
一
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
六
年
六
月
一
七
日
国
土
交
通
省
令
第
六
九
号
）

こ
の
省
令
は
、
平
成
十
六
年
十
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
七
年
三
月
七
日
国
土
交
通
省
令
第
一
二
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
〇
年
六
月
一
八
日
国
土
交
通
省
令
第
四
四
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
〇
年
一
二
月
一
日
国
土
交
通
省
令
第
九
七
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
一
年
三
月
二
五
日
国
土
交
通
省
令
第
九
号
）

こ
の
省
令
は
、
平
成
二
十
一
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
八
年
三
月
一
日
国
土
交
通
省
令
第
一
三
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
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